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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）に係る審
査基準等の一部改定について

公開日 2019年 12月 14日

１ 規則等の題名

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に係る審査基準等の一部改定

２ 根拠法令・条項

成年被後後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関

する法律（令和元年法律第 37号）第９条

３ 規則等の制定日

令和元年 12月 14日（土曜日）

４ 結果公示の日

令和元年 12月 14日（土曜日）

５ 適用除外条項

高知県行政手続条例（平成７年高知県条例第 45号）第 38条第４項第 8号に該当

６ 適用除外の理由

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関

する法律の施行による風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正に

伴い、当然必要とされる規定の整理であり、意見公募手続を実施することを要しない軽

微な変更であるため。

７ 規則等の概要

審査基準

別添のとおり

８ 参考資料

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に係る審査基準等の一部を改定す

る案について

別添のとおり

９ 担当課・連絡先

高知県警察本部生活安全部生活安全企画課

℡：088-826-0110(内線 3025)



































































































































































































































































風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に係る審査基準等

の一部を改定する案について

令 和 元 年 1 2 月 ６ 日

高知県警察本部生活安全部

生 活 安 全 企 画 課

１ 理由

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）

に係る審査基準等のモデルについて、この度、警察庁において改定が行われた

ことから、本県においても同モデル基準に基づき審査基準等の一部を改定しよ

うとするものです。

２ 趣旨

(1) 審査基準の改定

整備法による風営適正化法の改正により、心身の故障により風俗営業又は

特定遊興飲食店営業の業務を適正に実施することができない者として国家公

安委員会規則で定めるものが風俗営業及び特定遊興飲食店営業の欠格事由と

して新設されたことに伴い、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する

法律施行規則（昭和60年国家公安委員会規則第１号）第６条の２（心身の故

障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者）及び第74条の

２（心身の故障により特定遊興飲食店営業の業務を適正に実施することがで

きない者）が新設されたため、これらを下記処分の審査基準の「法令の定め」

欄に追加したものです。

○ 風俗営業の許可(第３条第１項（第４条第３項の規定の適用がない場合)）

○ 風俗営業の許可(第３条第１項（第４条第３項の規定の適用がある場合)）

○ 風俗営業の相続の承認（第７条第１項）

○ 風俗営業者たる法人の合併の承認（第７条の２第１項）

○ 風俗営業者たる法人の分割の承認（第７条の３第１項）

○ 特定遊興飲食店営業の許可（第31条の22（第31条の23において準用する

第４条第３項の規定の適用がない場合））

○ 特定遊興飲食店営業の許可（第31条の22（第31条の23において準用する

第４条第３項の規定の適用がある場合））

○ 特定遊興飲食店営業の相続の承認（第31条の23において準用する第７条

第１項）

○ 特定遊興飲食店営業者たる法人の合併の承認（第31条の23において準用



する第７条の２第１項）

○ 特定遊興飲食店営業者たる法人の分割の承認（第31条の23において準用

する第７条の３第１項）

(2) 処分基準等の改定

整備法による風営適正化法の改正により号ずれが生じたこと等に伴い、処

分基準及び別表について所要の改定を行ったものです。

３ 施行期日

令和元年12月14日
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